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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

南
東
大
西
洋
に
お
け
る
漁
業
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

（
閣
条
第
三
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

一
九
九
〇
年
（
平
成
二
年
）
に
そ
の
活
動
を
終
了
す
る
こ
と
に
つ
い
て
関
係
国
間
で
一
致
し
た
南
東
大
西
洋
漁
業
国
際
委
員

会
に
代
わ
る
新
た
な
漁
業
管
理
機
関
の
設
立
が
一
九
九
五
年
（
平
成
七
年
）
に
ナ
ミ
ビ
ア
か
ら
提
案
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
一

九
九
七
年
（
平
成
九
年
）
十
二
月
か
ら
我
が
国
を
始
め
と
す
る
遠
洋
漁
業
国
及
び
南
東
大
西
洋
の
沿
岸
漁
業
国
が
参
加
し
て
条

約
作
成
に
向
け
た
準
備
会
合
が
開
催
さ
れ
、
二
〇
〇
一
年
（
平
成
十
三
年
）
四
月
二
十
日
に
ナ
ミ
ビ
ア
の
ウ
ィ
ン
ト
フ
ッ
ク
に

お
い
て
、
こ
の
条
約
が
採
択
さ
れ
た
。

こ
の
条
約
は
、
南
東
大
西
洋
に
お
け
る
漁
業
資
源
の
保
存
及
び
持
続
可
能
な
利
用
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
漁
業

資
源
の
保
存
及
び
管
理
の
た
め
の
機
関
を
設
立
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
前
文
、
本
文
三
十
五
箇
条
及
び

末
文
並
び
に
一
の
附
属
書
か
ら
成
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
締
約
国
は
、
入
手
す
る
こ
と
の
で
き
る
最
良
の
科
学
的
証
拠
に
基
づ
き
、
こ
の
条
約
が
適
用
さ
れ
る
漁
業
資
源
の
長
期
的

な
保
存
及
び
持
続
可
能
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
採
択
す
る
こ
と
等
を
行
う
。
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二
、
締
約
国
は
、
南
東
大
西
洋
漁
業
機
関
（
以
下
「
機
関
」
と
い
う
。
）
を
設
立
し
、
及
び
機
関
を
維
持
す
る
こ
と
に
合
意
す

る
。
機
関
は
南
東
大
西
洋
漁
業
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
、
遵
守
委
員
会
、
科
学
委
員
会
そ
の
他
の
委
員
会

の
補
助
機
関
及
び
事
務
局
か
ら
成
る
。

三
、
委
員
会
は
、
保
存
管
理
措
置
を
作
成
し
、
及
び
採
択
す
る
こ
と
、
総
漁
獲
可
能
量
又
は
総
漁
獲
努
力
量
を
決
定
す
る
こ
と

等
の
任
務
を
遂
行
す
る
。

四
、
各
締
約
国
に
よ
る
分
担
金
は
、
均
等
な
基
本
額
及
び
こ
の
条
約
の
対
象
と
な
る
種
の
条
約
水
域
に
お
け
る
総
採
捕
量
に
基

づ
く
額
の
組
合
せ
に
従
う
も
の
と
す
る
。

五
、
各
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
並
び
に
委
員
会
が
合
意
す
る
保
存
、
管
理
及
び
他
の
措
置
又
は
事
項
を
速
や
か
に
実
施
す
る
。

六
、
各
締
約
国
は
、
自
国
の
旗
を
掲
げ
る
船
舶
が
委
員
会
の
採
択
す
る
保
存
管
理
措
置
及
び
監
督
措
置
を
遵
守
す
る
こ
と
並
び

に
こ
れ
ら
の
措
置
の
実
効
性
を
損
な
う
活
動
に
従
事
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
。

七
、
各
締
約
国
は
、
漁
船
が
自
国
の
港
等
に
任
意
に
と
ど
ま
る
場
合
に
は
、
委
員
会
が
合
意
す
る
措
置
に
従
い
、
特
に
、
当
該

漁
船
上
の
書
類
、
漁
具
及
び
採
捕
物
を
検
査
す
る
。

八
、
締
約
国
は
、
条
約
水
域
に
お
い
て
、
自
国
の
旗
を
掲
げ
る
漁
船
等
に
関
す
る
旗
国
と
し
て
の
責
任
の
効
果
的
な
遂
行
を
強
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化
す
る
た
め
、
監
視
、
検
査
、
遵
守
及
び
取
締
り
の
制
度
を
委
員
会
を
通
じ
て
確
立
す
る
。

九
、
こ
の
条
約
の
解
釈
又
は
実
施
に
関
し
て
二
以
上
の
締
約
国
間
に
紛
争
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
締
約
国
が
選
択
す
る

平
和
的
手
段
に
よ
り
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
締
約
国
間
で
協
議
す
る
。

十
、
こ
の
条
約
は
、
二
〇
〇
三
年
（
平
成
十
五
年
）
四
月
十
三
日
に
発
効
し
た
。
こ
の
条
約
は
、
そ
の
効
力
発
生
の
日
の
後
に

批
准
書
又
は
加
入
書
を
寄
託
す
る
国
又
は
地
域
的
な
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
に
つ
い
て
は
、
そ
の
批
准
書
又
は
加
入
書
の

寄
託
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。


